
　 　
　 　

　　　　　年　　月　　日
フロッピーディスク

  保険契約者 　　      ＯＣＲシート
により、下記のとおり申し込みます。

　　　　　年　　月　　日

　　   保険契約者
により、下記のとおり申し込みます。

了解事項：

　

           　殿

上記のとおり、受領しました。

独立行政法人日本貿易保険

　
           　殿

上記のとおり、受領しました。

独立行政法人日本貿易保険

（新） （旧）
別紙様式第１-１

貿易一般保険包括保険（設備財）申込書

独立行政法人日本貿易保険　御中

別紙様式第１-１

貿易一般保険包括保険（設備財）申込書

独立行政法人日本貿易保険　御中

　貿易一般保険約款及びこれに関する規定を承認の上、貿易一般保険包括保険（機械設備・鉄道車両・

船舶：特定２年未満案件）手続細則第　条の規定に基づき、別添 

申 込 の 種 類 件　数 申 込 － 連 番 号

新 規 №　　　　　 　　から№　　　　　 　　まで

貿易一般保険包括保険（設備財）申込受領書

　

３．前項にかかわらず、約款第８条第５号に係る誤記訂正の場合は、当該訂正の申請に係る日本貿易保険の承
認日前に発生していた事由により生じた一切の損失について、日本貿易保険はてん補する責めに任じない。

　　年　　月　　日

貿易一般保険包括保険（設備財）申込受領書

　

備 考

　　年　　月　　日

申 込 の 種 類 件　数 申 込 － 連 番 号

新 規 №　　　　　 　　から№　　　　　 　　まで

変 更

修 正

取 消

　貿易一般保険約款及びこれに関する規定を承認の上、貿易一般保険包括保険（機械設備・鉄道車両・

船舶：特定２年未満案件）手続細則第　条の規定に基づき、別添 

なお、同手続細則第７条に基づく保険契約の訂正については、以下に記載する了解事項について理解した上で保
険契約の訂正の申請を行います。

１．保険契約の訂正に係る効力発生日は、保険申込時の申告内容の訂正にあっては保険契約締結日とし、変更
通知時の申告内容の訂正にあっては当該変更に係る保険契約変更効力発生日とする。

２．保険契約の訂正が行われた場合であっても、当該訂正の申請日以前に発生していた事由（約款第４条第14
号の事由にあっては、履行遅滞の発生をいう。以下次項において同じ。）により生じた損失について、日本貿易
保険はてん補する責めに任じない。ただし、当該損失が訂正事項に基づいて生じた損失（貿易一般保険運用規程
第40条の2第1項に規定するものをいう。）に該当しない場合はこの限りでない。

訂 正 内 変

取 消

備 考

変 更
訂 正 内 変

修 正



別紙様式第１－２ 別紙様式第１－２

③   その他、損失を受けるおそれのある重要な事実のあることを知ったこと。 ③   その他、損失を受けるおそれのある重要な事実のあることを知ったこと。

上記で「有」と回答した告知事項について 上記で「有」と回答した告知事項について

告知項目番号 内容説明 告知項目番号 内容説明

（新） （旧）

貿易一般保険包括保険（設備財）告知書 貿易一般保険包括保険（設備財）告知書

独立行政法人日本貿易保険御中 独立行政法人日本貿易保険御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　告知者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　告知者
　 　

住所 　　   　 　　　　　　　　　   住所 　　   　 　　　　　　　　　   

氏名 　　   　 　　　　　　　　　 印 氏名 　　   　 　　　　　　　　　 印

告知日 告知日
(記入日)　　　　　年　　　月　　　日 (記入日)　　　　　年　　　月　　　日

・下記「告知事項」①～③のいずれかに該当することから、
  以下の通り告知いたします。

・下記「告知事項」①～③のいずれかに該当することから、
  以下の通り告知いたします。

・下記「告知事項」に記入した内容は、事実に相違ありません。 ・下記「告知事項」に記入した内容は、事実に相違ありません。
・記入内容が事実と相違した場合や告知内容に漏れがあった場合は、
  貿易一般保険約款第21条に基づき、保険契約を解除される場合があることを
  了解しています。

・記入内容が事実と相違した場合や告知内容に漏れがあった場合は、
  貿易一般保険約款第21条に基づき、保険契約を解除される場合があることを
  了解しています。

告知事項 告知事項
①   輸出契約等の相手方との間で決済期限が到来する債権について、決済期限
に決済が予定通り行われず、45日以上の遅延が発生し、現時点において解消
されていないこと。

①   輸出契約等の相手方との間で決済期限が到来する債権について、決済期限
に決済が予定通り行われず、45日以上の遅延が発生し、現時点において解消
されていないこと。

有　□ 有　□

②   輸出契約等の相手方が、操業停止状態にある、又は破産その他これに準ず
る事由の準備段階にあることを知ったこと。

②   輸出契約等の相手方又は代金等の支払人が、操業停止状態にある、又は破
産その他これに準ずる事由の準備段階にあることを知ったこと。

有　□ 有　□

有　□ 有　□


